
「相談よりも雑談を」
　私は基本的に人の話を聞くことを主軸とした仕事をしていますが、
学生や子どもたちに「相談をしましょう」とか「ＳＯＳを出そうね」
と言ったことがありません。
　なぜなら、人は話したくなったら自然と話をしているし、困ったと
思ったら適切な人に相談をしていると思っているからです。本当に困
っている人がサインを出す教育よりも、周囲の人が気づいていくこと
の方が大事だなと思っています。そういうわけで、私も松本医師提唱
の雑談やおしゃべりを大事にしています。

学生相談室
2026

0562-46-1292（内線700）

　　相談を希望される方へ　  　

SHIGAKKAN UNIVERSITY

充実した学生生活のために

学生相談室
9000号館 1F A111

support@sgk.ac.jp

　 　 学 生 相 談 室 案 内 　 　

河野 貴和子
臨床心理士・公認心理師

 開室日時/月曜日～金曜日

予約していなくても当日の相談もできる限り対応
します。どうぞ気軽に訪ねてみてください。
【 月曜日～金曜日 　                          】

落ちついて充分に話していただきたいので、
予約することをおすすめしています。

最近読んだ本
「オーバードーズする子どもたち～なぜ
『助けて』が言えないのか？」松本俊彦著
（金剛出版，2025）
「誰がために医師はいる」「身近な薬物の  
  はなし タバコ・カフェイン・酒・くすり」

産業カウンセラー

髙島　直子

私のリフレッシュ法
・美味しいものを食べる
・仲間とスポーツ
・旅行する

       カウンセラーの紹介     　

孤立と自立の違い･･
 　失敗したり悩んだときに「人の迷惑になるから自分で何とかしな
ければ」と孤立する人も多いと思います。そうなる理由があるのだ
と思いますが、大学生を機に「こんなとき人はどうしているのだろ
う｣「自分の知らない解決方法があるのかもしれない」「相談して
みよう」と考えてほしいと思います。相談先から情報を得ることで
不安が解消されることもよくありますし、いざという時に相談でき
る人脈を使えたり、相談機関を上手く利用できる人が「自立した大
人」ではないかと思っているからです。
　相談者から､「うまく話せる自信がないので相談室に来ることを
ためらっていた」「もっと早く相談すればよかった」と言われるこ
とがあります。うまく話さなくていいのです。まずは会いに来てほ
しい・・そう思っております。

（10時～17時）

※ただし、春・夏・冬期休業期間は変則で
　週１回となります。
　詳細はメールまたは掲示でお知らせします。

（こうの きわこ）

（たかしま なおこ）

10:00～17:00

　　個人情報の取り扱いについて　 　

カウンセラーへの相談内容は、本人の許可なく学
生相談室の外に漏れることはありません。
ただし、自傷他害のおそれがあるなど緊急の場合
や、事件等のために法的に求められた場合を除き
ます。



ハラスメント被害解決へのプロセス

「ハラスメントじゃないかな」と感じたら、
ひとりで抱え込まないで誰かに相談しましょう。

そして学内のハラスメント相談窓口を利用してみましょう。
相談窓口担当者や学生相談室の専門の相談員が親身になって
相談にのってくれます。もちろん個人情報は守られます。

相談したらどうなるの？

箱庭をテレビや本で見たことがあるかもしれませんね。棚に並
べられたミニチュアを砂の入った箱に自由に置いていくもので
す。砂箱の作品から自分の中にある世界観を表現することがで
きます。学生相談室では、どなたでも作ることができます。一
度箱庭体験してみませんか。

　相談窓口担当者と相談員

もしもハラスメントだと感じたら…

■ 学内の相談窓口
 TEL 0562-46-1292（内線700）

１．個別相談

２．心理テスト

３．箱庭体験

悩んだり困ったことがある場合は、個別でじっくりとカウンセ
ラーが話を聞きます。一人で考えるよりも二人で考えることで
気持ちが楽になります。ゆっくり話をするために、予約をする
ことをお勧めします。

心理テストを雑誌などでやったことがある人も多いのではない
でしょうか。学生相談室で行う心理テストは、統計的にしっか
りと検証されたものを用意しています。性格テストや、精神的
な健康状態を把握することができるようなテストを準備してい
ます。いろいろな種類があるので、カウンセラーと相談しなが
ら自己理解に役立てることができます。

   TEL 0562-44-1374

　  〒464-0853　
　 名古屋市千種区小松町６丁目９番地の２

学生相談室の利用方法

■ 学外相談窓口

学 生 相 談 室

経 営 管 理 局

学生相談室長　笹竹　英穂
カウンセラー　  河野　貴和子       髙島　直子　

学生サポートセンター学務課

清田法律事務所

○相手の意に反した不適切な言動
    ハラスメントの意図がなくても、相手が「嫌だ」と受け　　　
　取ればハラスメントです。

○立場の優位性や力関係を利用して行われる
　ハラスメントは簡単に「嫌だ」とか「やめてほしい」と　
　いうように「NO！」と言えない関係の中で起こります。

○被害によって学習環境が悪化する
　被害を受けたことによって、「NO！」と言えずに悩み、　　
　勉強する意欲がなくなった、大学に行くのが苦痛にな　　
　るなど学習する環境が脅かされます。

○大学には学習環境を保証する責任がある
　大学には、学生のみなさんが勉学に励み、充実した大学
　生活を送るための学習環境を保証する責任があります。　
　そのためにハラスメントが起こらないよう積極的に防止
　に取り組んでいます。

STOP!
Campus Harassment!

こんなことで悩んでいませんか？

ハラスメントとは
ハラスメントとは「不当な要求や圧力により相手を不快に
させる言動」のことです。
代表的なハラスメントには次のものがあります。
性的な言動等によるセクシュアル・ハラスメント、教育研究の
場において、指導的な立場にある者が、その立場や権限を利用
し、又は逸脱して、不当な言動、指導等を行うことにより、修
学環境や教育環境を悪化せるアカデミック・ハラスメント。優
位的な地位、立場を利用した言動により、就労環境を阻害する
パワー・ハラスメントがあります。その他にはＥメールや文章
での誹謗、中傷によるモラル・ハラスメント。また、性別によ
り差別するジェンダー・ハラスメント等があります。
教職員あるいは学生間等において優位な立場にある者によ
り、力関係を利用して、各種ハラスメントが行われると、
学生の皆さんに就学の意欲を損なわせたり、大学に行くの
が苦痛になったりするような被害を与えることになりま
す。つまり、ハラスメントは人権侵害です。
至学館大学は、ハラスメントのない修学環境づくりに取り
組んでいます。

●明るくゆったりとした室内。
落ち着いて話ができます。

●おもちゃを砂の上に置い
て制作した箱庭に、あなた
の心が表現されます。楽し
いよ！

学 生 相 談 室 の 様 子  

・自分を責めないで！ひとりで悩まないで！
　

・相手に「嫌だ」という気持ちを伝えよう！
　

・記録をとっておこう！
　
　

・どんな小さなことでも相談しよう！

 TEL 052-753-3024 

相談内容や相談者氏名の秘密を厳守します。
安心してご相談ください。

弁護士：清田 晃史


